
一
頁

内

閣

府

○

令
第
九
号

農
林
水
産
省

活
動
火
山
対
策
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
五
十
二
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
活
動

火
山
対
策
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
六
十
一
号
）
を
実
施
す
る
た
め
、
活
動
火
山
対
策
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
命
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
七
年
十
二
月
九
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三𥙿

農
林
水
産
大
臣

森
山

活
動
火
山
対
策
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令

総
理
府

活
動
火
山
対
策
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
八
年

令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

農
林
省

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

防
災
営
農
施
設
整
備
計
画
等
に
関
す
る
命
令



二
頁

第
一
条
か
ら
第
三
条
ま
で
を
削
る
。

第
四
条
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
」
を
「
活
動
火
山
対
策
特
別
措
置
法
（
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
」
に
、
「
以
下
」
を
「
別
記
様
式
第
一
号
に
お
い
て
」
に
改
め
、
「
の
各

号
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
」
を
「
第
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す

る
」
に
、
「
以
下
」
を
「
別
記
様
式
第
二
号
に
お
い
て
」
に
改
め
、
「
の
各
号
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
各
号
列
記
以
外
の
部

分
中
「
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
」
を
「
第
十
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
」
に
、
「
以
下
」
を
「
別
記
様
式
第
三
号
に
お

い
て
」
に
改
め
、
「
の
各
号
」
を
削
り
、
同
条
を
第
一
条
と
す
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
第
八
条
第
五
項
」
を
「
第
十
九
条
第
五
項
」
に
、
「
防
災
営
農
施
設
整
備
計
画
等
」
を
「
同
条
第
四
項

に
規
定
す
る
防
災
営
農
施
設
整
備
計
画
等
（
次
項
に
お
い
て
「
防
災
営
農
施
設
整
備
計
画
等
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
別
記
様

式
第
二
号
」
を
「
別
記
様
式
第
一
号
」
に
、
「
別
記
様
式
第
三
号
」
を
「
別
記
様
式
第
二
号
」
に
、
「
別
記
様
式
第
四
号
」
を

「
別
記
様
式
第
三
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
八
条
第
六
項
」
を
「
第
十
九
条
第
六
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
条
と

す
る
。

第
六
条
を
削
る
。



三
頁

別
記
様
式
第
一
号
を
削
る
。

別
記

様
式

第
２

号
第

５
条

関
係

別
記

様
式

第
１

号
第

２
条

関
係

第
８

条

別
記
様
式
第
二
号
中
「

（

）
」
を
「

（

）
」
に
、
「

第
１

項
第

条
第

１
項

防
災

営
農

施
設

整
備

計
画

こ
れ

２
防

」
を
「

1
9

」
に
、
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
様
式
別
紙
中
「

、
、

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を

災
営

農
施

設
整

備
計

画
２

防
災

営
農

施
設

整
備

事
業

事
業

の
種

類
種

類
施

行
位

置

事
業

主
体

事
業

主
体

規
模

事
業

の
規

模
施

行
位

置
目

標
年

度
完

了
目

「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
様
式
第
一
号
と
す
る
。

標
年

度

別
記

様
式

第
３

号
第

５
条

関
係

別
記

様
式

第
２

号
第

２
条

関
係

第
８

条

別
記
様
式
第
三
号
中
「

（

）
」
を
「

（

）
」
に
、
「

第
２

項
第

条
第

２
項

防
災

林
業

経
営

施
設

整
備

計
画

こ
れ

２

」
を
「

1
9

」
に
、
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
様
式
別
紙
中
「

、
、

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
、
「

防
災

林
業

経
営

施
設

整
備

計
画

２
防

災
林

業
経

営
施

設
整

備
事

業
事

業
の

種
類

種
類

施
行

位
置

事
業

主
体

事
業

主
体

規
模

事
業

の
規

模
施

行
位

置
目

標
年

度

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
様
式
第
二
号
と
す
る
。

完
了

目
標

年
度

別
記

様
式

第
４

号
第

５
条

関
係

別
記

様
式

第
３

号
第

２
条

関
係

第
８

条

別
記
様
式
第
四
号
中
「

（

）
」
を
「

（

）
」
に
、
「

第
３

項
第

条
第

３
項

防
災

漁
業

経
営

施
設

整
備

計
画

こ
れ

２

」
を
「

1
9

」
に
、
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
様
式
別
紙
中
「

、
、



四
頁

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
、
「

防
災

漁
業

経
営

施
設

整
備

計
画

２
防

災
漁

業
経

営
施

設
整

備
事

業
事

業
の

種
類

種
類

施
行

位
置

事
業

主
体

事
業

主
体

規
模

事
業

の
規

模
施

行
位

置
目

標
年

度
」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
様
式
第
三
号
と
す
る
。

完
了

目
標

年
度

附

則

こ
の
命
令
は
、
活
動
火
山
対
策
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
七
年
十
二
月
十
日
）
か
ら

施
行
す
る
。


